
保健福祉関係＜つづき＞
4市町村とも実施していますが、保育料・対象者や保育期間等に違いがあります。合併時、実施園につ
いては現行どおりとし、保育料・対象者や保育期間等については統一して新市の区域で実施します。

一時保育事業107

4市町村とも実施していますが、長時間保育（延長保育）時間及び料金に違いがあります。
合併時、公立保育所の長時間保育 (延長保育 )時間は午前7時30分から午前8時までと、午後4時か
ら午後7時までを基本とし、実施にあたっては各保育所の実情に合わせて実施します。

長時間保育
（延長保育）事業

108

佐久市が実施しています。
合併時、当面は現行どおり実施し、保育の需要に合わせて新市の区域で実施園を広げていきます。

休日保育事業109

佐久市が実施しています。合併時、現行どおり実施します。家庭保育委託事業110

佐久市が実施しています。合併時、佐久市の例を基本に新市の区域において実施します。保育キーパー設置事業111

4市町村とも実施していますが推進体制に違いがあります。合併時、各保育園長を苦情等解決責任者と
し、苦情等受付担当者を決め、第三者を加えた相談窓口を設置し実施します。

公立保育所
苦情等相談窓口設置事業

112

佐久市は医師会へ依頼し推薦を受け委嘱していますが、臼田町・浅科村・望月町は医療機関へ直接依頼
して委嘱しています。合併時、医師会へ依頼し推薦を受け委嘱します。

保育園医委嘱・解職113

佐久市・臼田町が実施していますが、補助金算定基準に違いがあります。
合併時、基準を定めて補助交付します。

私立保育所運営費補助金114

佐久市が実施しています。合併時、新市の区域において実施します。
社会福祉施設設備事業補助金
（私立保育園施設）

115

4市町村に母子寡婦福祉会があります。合併時、組織を統合し、新市に移行します。母子寡婦福祉会116

佐久市は市福祉事務所、臼田町は会、浅科村・望月町は町村社会福祉協議会が事務局を行っています。
合併時、福祉事務所において実施します。

母子寡婦福祉会事務局117

佐久市が実施しています。合併時、補助金を交付します。母子寡婦福祉会補助金118

佐久市が実施しています。長野県「家庭等児童福祉金支給事業」は、平成１６年度をもって廃止される
予定であり、記念品の贈呈ではなく、母子福祉施策の充実により対応するため、合併時、廃止します。

母子世帯等児童・生徒
入学卒業激励費

119

佐久市が母子寡婦を対象とした貸付を実施しています。
合併時、佐久市の例により新市の区域で実施します。

母子小口貸付120

浅科村・望月町が実施しています。新市において母子小口貸付として無利子で貸付を実施するため、母
子寡婦福祉資金についての借入利子補給は合併時、廃止します。ただし、合併日の前日に母子寡婦福祉
資金借入利子補給を受けている者については、その償還期間に限り経過措置として従前どおり支給します。

母子寡婦福祉資金
借入利子補給

121

4市町村とも実施していますが、臼田町が手数料を徴収しています。
合併時、現行により証明書を交付し、手数料は徴収しないこととします。

母子証明書交付122

佐久市が実施しています。合併時、佐久市の例により新市の区域において実施します。お兄さんと遊ぼう事業123

佐久市が実施しています。合併時、新市の区域において実施します。交通・災害遺児給付金124

佐久市・臼田町・浅科村で実施していますが、経費負担について臼田町・浅科村は全額町村負担、佐久
市は補助事業と違いがあります。合併時、新市による補助事業により実施します。

児童遊園遊具設置及び
補修事業補助金

125

佐久市が設置しています。新市において子育て支援事業を包括する ｢仮称　子育て支援審議会 ｣を設置
し、児童館運営委員会はその審議会に統合するため、合併時、廃止します。

児童館運営委員会126

佐久市が設置し運営しています。合併時、佐久市の例により実施します。児童館運営127

佐久市が実施しています。合併時、各児童館で佐久市の例により実施します。子育てサロン128

佐久市は佐久市福祉事務所及び児童館にて実施していますが、臼田町・浅科村・望月町は佐久福祉事務
所（佐久地方事務所内）で実施しています。合併時、佐久市の例により実施します。

家庭児童相談室129

佐久市・臼田町は母子通園訓練施設が設置され実施されていますが、浅科村・望月町は佐久市の施設を
利用して実施しています。また、佐久市・浅科村・望月町と、臼田町で対象者・運営内容に違いがあり
ます。
合併時、対象者・運営内容を統一し、事業を継続して実施します。
就学前の心身障害児に対し、心身発達のための訓練及び健全な母子関係の形成を援助します。

心身障害児
母子通園訓練事業

130

佐久市が設置しています。合併時、現行どおりとします。子ども未来館運営委員会131
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